
令和８年度五所川原市住宅用自家消費型太陽光発電設備等導入支援事業費補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条　この要綱は、家庭部門からの二酸化炭素排出量の削減を図るため、市内に住所を

有する者が行う住宅用自家消費型太陽光発電設備及び蓄電池の導入に関する事業に要す

る経費について、令和８年度予算の範囲内において、令和８年度五所川原市住宅用自家

消費型太陽光発電設備等導入支援事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付する

ものとし、その交付については、五所川原市補助金等交付規則（平成 17年五所川原市規

則第42号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによ

る。 

 

（定義） 

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定める

ところによる。 

（１）国交付要綱　二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金（地域脱炭素移行・再エネ推進

交付金）交付要綱（令和７年 10 月 14 日環地域事発第 2510141 号）をいう。 

（２）国実施要領　国交付要綱第３条に掲げる事業に関して必要な細目等を定めた地域脱

炭素移行・再エネ推進交付金実施要領（令和７年 10 月 14 日環地域事発第 2510141

号）をいう。 

（３）太陽光発電設備　太陽電池を利用して電気を発生させるための設備及びこれに付属

する設備をいう。 

（４）蓄電池　充電を行うことで電気を蓄え、繰り返し使用することができる電池（二次

電池）をいう。 

（５）住宅　自己の居住の用に供する戸建ての家屋をいう。（ただし、借家等は除く） 

 

（補助対象経費及び補助金の額等） 

第３条　補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、市内に住所を

有し、かつ自らが居住する住宅（市外からの転入予定を含む）に住宅用太陽光発電設備

及び住宅用蓄電池を設置する個人とする。ただし、市税に滞納がある場合は、交付の対

象としない。 

２　補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）、補助金の額及び

その他交付要件は、別表に定めるとおりとする。 



３　補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、令和９年１月29日

までに完了するものに限る。 

 

（交付の申請等） 

第４条　補助金の交付を受けようとする者は、令和８年12月 28日までに、令和８年度五

所川原市住宅用自家消費型太陽光発電設備等導入支援事業費補助金交付申請書（様式第１

号）を市長に提出するものとする。 

２　前項の申請書の添付書類は、別表に定めるとおりとする。 

３　補助対象者は、原則、交付決定前に事業着手してはならない。 

４　補助金の交付決定前において、事前に事業着手しなければならないやむを得ない理由

がある場合は、あらかじめ令和８年度五所川原市住宅用自家消費型太陽光発電設備等導

入支援事業費補助金事前着手届（様式第２号）を市長に提出しなければならない。この

場合において、当該事前着手は、令和８年４月１日以降に限るものとする。 

５　第１項の申請の受付は、先着順に行うものとし、予算の範囲を超えたときは、受付を

停止する。 

 

（補助金の交付の決定） 

第５条　市長は、補助金の交付を決定したときは、令和８年度五所川原市住宅用自家消費

型太陽光発電設備等導入支援事業費補助金交付決定通知書（様式第３号）により、申請

者に通知するものとする。 

２　交付決定に条件を付した場合には、その条件を通知書に記載し、併せて申請者に通知

するものとする。 

 

（申請の取下げの期日） 

第６条　補助金の交付の申請の取下げ期日は、前条の交付決定の通知を受けた日から起算

して 15 日を経過した日までとする。 

 

（補助事業の変更） 

第７条　補助対象者は、補助事業の内容を変更しようとする場合は、令和８年度五所川原

市住宅用自家消費型太陽光発電設備等導入支援事業費補助金に係る事業変更承認申請書

（様式第４号）に、当該変更等の内容を証する書類を添えて市長に提出しなければなら

ない。 



２　市長は、前項の申請が適当であると認めるときは、令和８年度五所川原市住宅用自家

消費型太陽光発電設備等導入支援事業費補助金変更等承認通知書（様式第５号）によ

り、申請者に通知するものとする。 

３　前２項の規定にかかわらず、次に掲げる軽微な変更をしようとする場合は、同項の手

続を要しないものとする。 

（１）連絡先の変更 

（２）その他市長が軽微な変更と認める事項 

４　補助対象者は、軽微な変更をした場合には、軽微な変更届（様式第６号）により遅滞

なく、その旨を市長に届け出なければならない。 

 

（補助事業の中止・廃止） 

第８条　補助対象者は、補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとする場合

は、令和８年度五所川原市住宅用自家消費型太陽光発電設備等導入支援事業費補助金に

係る事業中止（廃止）承認申請書（様式第７号）を市長に提出しなければならない。 

２　市長は、前項の申請について承認すべきものと認めたときは、令和８年度五所川原市

住宅用自家消費型太陽光発電設備等導入支援事業費補助金事業中止承認通知書（様式第

８号）により、申請者に通知するものとする。 

 

（実績報告） 

第９条　補助金の実績報告は、補助事業が完了した日（廃止の承認を受けた場合は、当該

日）から起算して 30 日を経過した日又は令和９年 1月 29 日のいずれか早い期日まで

に、令和８年度五所川原市住宅用自家消費型太陽光発電設備等導入支援事業費補助金実

績報告書（様式第９号）に、別表に規定する添付書類を添えて行うものとする。 

 

（補助金の額の確定） 

第 10 条　市長は、前条に規定する報告書の提出を受けたときは、当該実績報告書等の書

類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が交付決定の内容及

びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたとき

は、交付すべき補助金の額を確定し、令和８年度五所川原市住宅用自家消費型太陽光発

電設備等導入支援事業費補助金交付額確定通知書（様式第 10 号）により補助対象者に

通知するものとする。 

 

 



（補助金の交付方法） 

第 11 条　補助金は、補助事業の完了後交付する。 

 

（補助金の請求） 

第 12 条　補助金の請求は、令和８年度五所川原市住宅用自家消費型太陽光発電設備等導

入支援事業費補助金請求書（様式第 11 号）を市長に提出して行うものとする。 

 

（決定の取消し等） 

第 13 条　市長は、補助対象者が次に掲げる要件に該当するときは、交付決定の全部又は

一部を取消すことができる。 

（１）偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２）第３条第１項ただし書きに該当したとき。 

（３）国交付要綱、国実施要領及びこの要綱に違反したとき。 

２　市長は、前項の取消しを行った場合において、既に当該取消しに関わる部分に補助金

が交付されているときは、期限を付して当該補助金の返還を命ずるものとする。 

３　前項の補助金の返還期限は、その命令のなされた日から 20 日以内とし、期限内に納

付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて年 10.95 パー

セントの割合で計算した延滞金又は加算金を徴するものとする。 

 

（代理申請者） 

第 14条　補助対象者は、第４条、第７条及び第８条の規定による申請並びに第９条によ

る実績報告書の提出について、補助対象設備を販売・施工する者（以下「代理申請者」

という。）に対し、当該手続きの代行を依頼することができる。 

２　補助対象者は、代理申請者に手続きの代行を依頼する場合は、令和８年度五所川原市

住宅用自家消費型太陽光発電設備等導入支援事業費補助金委任状（様式第 12号）を市

長に提出しなければならない。 

３　代理申請者は、第１項の規定により依頼された手続を、誠意をもって実施するものと

し、手続の代行を通じて知り得た補助申請に関する情報は、個人情報の保護に関する法

律（平成 15年法律第 57号）の定めに従って取り扱うものとする。 

４　市長は、代理申請者が偽りその他不正の手段により第１項の手続を行った疑いのある

場合は、必要に応じて調査を実施し、不正行為が認められたときは、当該代理申請者の

名称及び不正の内容を公表し、手続の代行を認めないことができる。 

 



（記録の整備） 

第 15条　補助対象者は、次に掲げる書類を整理し、保管しなければならない。 

（１）補助事業の状況 

（２）補助事業の経費の収支 

（３）その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等 

２　前項に規定する書類の保管期間は、令和９年４月１日から５年間とする。 

３　前項の規定にかかわらず、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産の価格が

50万円以上である場合の書類の保管期間は、第 17 条第２項に規定する期間とする。 

 

（財産の保管） 

第 16条　補助対象者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、

善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従ってその適正な

運用を図らなければならない。 

２　補助対象者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、財産管理

台帳（様式第 13号）その他関係書類を作成し、次条第２項に規定する期間整備保管し

なければならない。 

 

（財産の処分の制限） 

第 17条　補助対象者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、市長

の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付

け、担保に供し、取壊し又は廃棄（以下「処分」という。）してはならない。ただし、

取得価格又は効用の増加価格が 50万円未満であるときは、この限りでない。 

２　前項の財産の処分の制限を受ける期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令

（昭和 40年大蔵省令第 15号）で定められている耐用年数とする。 

３　補助対象者は、第１項の規定により市長の承認を受けようとする場合は、財産の処分

を行おうとする日の 30日前までに、令和８年度五所川原市住宅用自家消費型太陽光発

電設備等導入支援事業費補助金財産処分承認申請書（様式第 14号）を市長に提出し、

承認を受けなければならない。 

４　市長は、前項の承認を受けた補助対象者が財産を処分した場合には、補助金の全部又

は一部を市に返還させることができる。 

 

 

 



（利用状況の報告） 

第 18条　補助対象者は、太陽光発電設備の利用状況（発電電力量、自家消費率及び売電

量）について、12ヶ月分を令和８年度五所川原市住宅用自家消費型太陽光発電設備等導

入支援事業費補助金太陽光発電自家消費率報告書（様式第 15号）により、市長に報告

しなければならない。 

 

（暴力団排除に関する制約及び同意） 

第 19条　補助対象者は、別紙「暴力団排除等に関する誓約及び同意事項」について補助

金の交付の申請前に確認し、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。 

 

（補則） 

第 20条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年６月９日から施行し、令和８年４月１日から適用する。 

 



別紙 

 

暴力団排除等に関する誓約及び同意事項 

 

補助金の交付の申請をするに当たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後におい

ては、下記の内容について誓約及び同意いたします。この誓約及び同意が虚偽であり、又

はこの誓約及び同意に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一

切申し立てません。 

 

記 

 

（１）法人等（個人、法人又は団体）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同

じ。）、又は組合等の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員、団

体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下

同じ。）が、暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）

ではありません。 

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていません。 

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していませ

ん。 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難される

べき関係を有していません。 

（５）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（以下「風営法」という。）第

２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいる中小企業者、風営法第３条第

１項の風俗営業の許可を受けているもののうち、公序良俗に反するなど社会的批判を

受けるおそれのあるものに該当しません。 

（６）住民税、法人税、消費税及び地方消費税の滞納はありません。 

（７）本補助金の申請内容全てに虚偽はありません。また、過去に補助金等の不正使用等

事案がありません。 

（８）同一内容で国・県・市町村等から助成を受けていません。 

（９）補助金を不正に受給した疑いがある場合には、補助金の受給者立ち合いのもと事業

に係る取引先（委託先、外注（請負）先以降を含む）や補助金の受給者に対し現地調

査等を実施することに同意します。 

（10）指導・助言を行う専門家等に対し、ヒアリングや現地調査を行うことがあることに

同意します。 


